
                                   

 

住之江区南港ポートタウン・サービスコーナー設置要綱                                                                          

                                

 (目的) 

第１条  この要綱は、住之江区南港ポートタウン･サービスコーナー(以下｢サービスコーナー｣ 

という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

(設置及び管理) 

第２条  前条の目的を達するため、次の施設を設置する。 

名 称 住之江区南港ポートタウン・サービスコーナー 

     位 置 大阪市住之江区南港中 2丁目 1番 99号 大阪南港ポートタウン管理センター2階 

サービスコーナーは、住之江区役所が設置、管理する。     

 

 (取扱事務) 

第３条  サービスコーナーで取り扱う事務は、次のとおりとする。 

 

（１）住民票の写し等の発行に関すること。 

 

（２）戸籍附票の写しの発行に関すること。 

 

（３）印鑑登録（住之江区内に限る）及び印鑑証明書発行に関すること。 

 

（４）戸籍謄抄本等の発行に関すること。 

 

（５）納税証明書・課税証明書の発行ならびに評価証明書の請求の受付及び交付に関すること。 

 

（６）敬老優待乗車証新規交付申請書の受付に関すること。 

 

（７）(１)～(６)にかかる各種相談に関すること。 

      

 

(休日及び事務取扱時間) 

第４条  サービスコーナーの休日及び事務取扱時間は、次のとおりとする。 

 

 （１）休日 

・日曜日及び土曜日 

・国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律 178号）に規定する休日 

・12月 29日から翌年の 1月 3日までの日（前号に掲げる日を除く） 

 



（２） 事務取扱時間 

月曜日から金曜日の午前 9時から午後 5時 30分 

 

(職員) 

第５条  第３条の事務を行うため、サービスコーナーに住之江区役所担当係長および職員(会計年度 

任用職員を含む)若干名を置く。 

 

(施行の細目) 

第６条 この要綱の施行細目は､住之江区長が定める。 

 

附則 

この要綱は、昭和５５年７月 １日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 ８年４月１６日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 ９年１月 ６日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成１７年２月 １日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成１８年８月 １日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成１８年９月 １日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成１９年９月 １日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２４年７月 ９日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２８年４月 １日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和２年１月１５日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 


